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１ 本日、人事委員会は、議会及び知事に対して、職員の給与

等について報告及び勧告をいたしました。 

本年は、職員の給与と民間給与とを比較したところ、月例給

については、民間給与が職員の給与を上回っていることが 

明らかになりました。その較差を埋め、民間との均衡を図る 

ため、月例給を本年４月から引上げ改定（０．１５％（５６６

円））することが適当と判断しました。その内容は、給料表の

水準を引き上げることとするものです。 

特別給についても、民間が公務を上回ったことから、民間 

との均衡を図るため、引上げを行い、年間４．５０月分としま

した。 

 
２ また、住居手当について、職員住宅・寮の平均使用料や

民間の状況等を踏まえ、人事院勧告の内容に準じて改定 

することとしました。  
 
３ さらに、公務運営については、人材の確保及び育成、能力・

実績に基づく人事管理、勤務環境の整備、高齢層職員の能力

及び経験の活用、会計年度任用職員制度への対応並びにコン

プライアンスの徹底に関して報告しました。  
 
 



４ 人事委員会の勧告は、職員の労働基本権制約の代償措置と

して、職員の給与を社会一般の情勢に適応した適正なものと

する機能を有するものであり、地方公務員法で定める給与 

決定原則に基づき、職員の給与水準を民間企業従業員の給与

水準と均衡させることを基本として行っているものです。 

 

５  議会及び知事におかれては、人事委員会の勧告制度が  

果たしている役割に深い理解を示され、本委員会の勧告を 

速やかに実施されるよう要請いたします。 

 
６ 職員においては、全体の奉仕者としての高い使命感と倫理

感の下に、県政の課題に迅速かつ的確に対応し、県民の視点

に立った行政運営や公務能率の向上に努め、県民の公務に   
寄せる期待と信頼に応えるよう、職務に精励されることを   
要望します。  

 
７ 県民の皆様には、人事委員会が行う勧告の意義と、職員が

それぞれの職務を通じ、県民生活を支え、その向上に日々  

努めている 実 情について 、 深い御理解 を いただきた いと  

思います。 


